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令和２年度第２・３回市民WGのまとめ 

「市民の役割と地域・団体・事業所等の役割を提案しよう！」 

基本目標１：健やかに暮らす（仮） 

◆「地域福祉」は、高齢者福祉や障害者福祉、児童福祉の上位概念であるので、基本目標として

はどうか。最低限、施策の順番を変えてはどうか。（施策４、施策１、施策２，施策３のよう

に） 

 

施策１ 子育て・子育ち支援 ～安心して子育てができる環境をつくります～ 

  

★「市民の役割」⇒子どもの役割を盛り込む。例えば、「家族や友達と仲良くします。」子ども同

士が問題を解決する能力が低下しているように思うので、そのような能力を高めるような趣旨

の事項を役割に盛り込んではどうか。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒子ども目線の役割を加えてはどうか。 

◆高齢者と子どもの交流可能な組織づくりを施策に盛り込んではどうか。 

◆食品ロスをなくすため、フードドライブを通じて子ども食堂の運営を支援していくような施策

の記述や「市民の役割」への記述を。 

◆道の駅について、子どもの遊び場では「子育て支援」とは言えない。子育て支援として道の駅

を位置づけるのは無理がある。関連する計画として、道の駅基本計画をあげるのも無理がある。

やめてほしい。 

◆「子育ち」支援の施策は？ 

◆関連する計画に男女平等推進プランとにっしん幸せまちづくりプランを記載。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○子どもの心や身体の健康に配慮し子どもを育てま

す。 

○身近な子どもや子育て家庭に声掛けを行うなど社会

全体で子どもを守り、育てるという意識を持ち、行動し

ます。 

○地域団体やＮＰＯ等の市民活動団体、教育・保育等

の事業者は、連携して子育てを支援し、子どもの成長

を見守ります。 

〇企業は、仕事と子育てが両立できる働き方ができる

ように努めます。 

○子育てをする家庭を地域※地縁型コミュニティで見守

り、寄り添います。 
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施策２ 高齢者福祉・介護保険～高齢者がいつまでも元気で安心して暮らせるよう支援します～ 

  

◆くるりんばすの小型化を！！⇒ワゴン車にしてガソリン代の節約、名鉄バスでは大きすぎるし、

ステップが高くて乗降しにくい。東郷町のバスは小型化して、

日進市民でも 65歳以上ならば無料で利用できる。 

◆現状と課題の二つ目の●「自分の有する能力に応じて」は不要。 

◆成年後見に関する施策を記載する。（施策３障害者にしか記載がない） 

◆関連する計画ににっしん幸せまちづくりプランを記載する。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と

生きがいを生み出すよう努めます。 

○市民は、生涯を住み慣れた身近な地域で健康に生

活できるよう、地域のコミュニティに参加し、健康づくり

に心がけます。 

○地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等は地域

における支え合い体制づくりの構築のため、互いに連

携・協力するように努めます。 

○地域団体や NPO 等の市民活動団体は、高齢者が生

涯住み慣れた身近な地域で健康に生活ができるよ

う、地域のつどいの場等を提供し、高齢者の社会参加

を促すよう努めます。 
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施策３ 障害者・障害児福祉 ～障害者福祉の充実を図ります～ 

  

★「市民の役割」⇒当事者のことを、当事者自身やその家族が理解し、必要な際に伝えられるよ

うにする（自ら声をあげることも大切！？） 

★「市民の役割」⇒当事者は、自己理解・発信・解決能力の向上に努める。（障害のある方自身

が、自身をエンパワーメントさせていくことが自助力として必要。） 

★市民の役割を「障害についてお互いに知り、理解し合い、誰もが共存・共生できる包摂力のあ

る地域づくりに努めます。」と修正する。 

★地域・団体・事業所等の役割を「地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、事業所等は、障害のある

方が生涯住み慣れた身近な地域で健康に生活ができるよう、地域における支え合い体制づくり

の構築のため、互いに連携・協力するように努めます。」と修正する。 

◆施策の内容から知的障害者に対する施策が見えてこない。 

◆「施策が目標とするまちの姿」の記述はよいが、実際どのように障害者に対して援助を行って

よいのか、その方法やそもそも障害者がどのようなことで困っているのかといった情報すら分

からない（障害のある方のお困りごとやニーズを見えるようにしてはどうか）。 

◆目標とするまちの姿、最初の◇「家族や仲間とともに」は不要。障害のある人は一人暮らしを

しないというイメージがつくため。 

◆主要施策②、3 つ目の●「適切な就学先」ではなく、本人や保護者の希望を尊重することとな

っているはず。（文科省通知） 

◆5 つ目の●施設環境の整備だけではなく、通園・通学の支援が必要。 

◆進捗をあらわすモノサシ 基本指標の目標値について現状値からすると妥当なのかもしれない

が低すぎる。目標値を高くして力を入れることが大事。 

◆関連する計画ににっしん幸せまちづくりプランを記載する。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○障害に対する理解を深め、心のバリアフリーの推進に

努めます。 

○地域団体、ＮＰＯ、ボランティア、事業所等は地域にお

ける支え合い体制づくりの構築のため、互いに連携・

協力するように努めます。 
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施策４ 地域福祉 ～地域共生社会の実現を目指し、地域での支え合い、助け合いを進めます。～ 

  

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒地域課題を掘り起こす場づくりの把握に努める。課題解決

の取組を市民に広く知らせ、参加のしくみづくりをする。（地域課題を面的に共有するために

は、発信し、共有することが必要。例えば、障害者の雇用を進めたい事業者がそれを地域に発

信するとか） 

★市民の役割の下線部をわかりやすく。誰かって誰？ 

★地域・団体・事業者等の役割の下線部を加筆する。支援の中には寄付やマンパワーとしての協

力もある。 

◆「主要施策④：地域福祉活動拠点の充実」は、「地域福祉活動拠点の創出・充実」として、既

存のコミュニティではないようなあり方を考えていく必要がある。赤ちゃんから高齢者まで多

様な人が集まれる仕組み、ごちゃまぜのコミュニティが必要。 

◆自殺対策については？ 

◆地域共生社会の実現について大きく書く。 

◆主要施策②、「たすけあい会議を 3 地域に設置」と明確に記載が必要。 

◆関連する計画にゆめプランと子ども・子育て支援事業計画を記載。 

◆用語の説明、※２※３※４について介護保険分野の物であることを明記。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○地域共生社会の考え方を意識して、地域課題を共有

し、課題解決に協力します。 

○困りごとを抱えず誰かに相談します。また、地域の困り

ごとを相談機関等につなぐ意識を持ちます。 

○地域課題の把握に努め、課題解決に向けて協力・支

援します。 

 

施策５ 健康づくり ～病気を予防し、健康な心と体づくりを支援します～ 

  

★市民の役割の内容を２つに分ける。「①市民は、日ごろから健康づくりを意識して生活します。」

「②健康診査や各種予防接種などを受け、健康寿命を延ばすような行動をします。」 

◆精神保健に関する課題はない？ 

◆主要施策③ゲートキーパー養成のみ？幸せまちづくりプランとの整合は？ 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、日ごろから健康づくりを行うとともに、健康診

査や各種予防接種・健(検)診を受けることで、健康寿

命を延ばすという意識を持ち、行動します。 

○地域団体や NPO 等の市民活動団体は、市民が健康

に暮らせる体制整備に協力し、各種活動の機会を提

供します。 

〇企業は、従業員が健診、予防接種等を受ける機会を

提供し、従業員が健康に働ける環境づくりに努めま

す。 
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施策６ 医療・感染症対策 ～適切な医療受診の体制づくりと感染症対策を進めます～ 

  

◆インフルエンザの予防接種の助成を高齢者だけから、全世代に拡大してほしい。 

◆ドナー教育を学校での勉強会等の行事で⇒献血・骨髄バンク等への知識、必要性を知る。 

◆関連する計画にいきいき健康プランにっしん 21 を記載。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○かかりつけ医をもつように努め、病気の予防や健康の

維持に努めます。 

○病状に応じた適切な医療機関が選択できるよう、平

常時から地域の医療情報が入手できる方法を知って

おくようにします。 

○献血、骨髄ドナーバンク等に関心を持ち、協力するよ

うに努めます。 

○医療関係機関は、病診連携や診診連携、医福連携、

市との連携など、多様な連携を進め、市民に対して安

心できる地域医療の提供に努めます。 

 

施策７ 社会保障 ～適切な医療が受けられ、安心な暮らしを支援・保障します～ 

  

◆現状と課題最後の●、一時生活支援事業も実施する必要があるのでは？ 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民はかかりつけ医・薬局を持つとともに、急病時に

利用できる医療ついての情報収集に努めます。 

○市民は、献血、骨髄ドナーバンク等に協力します。市

民は、ジェネリック医薬品の積極的な活用等により、

医療費を抑制し、保険制度の適切な利用に努めま

す。 

○地域団体やＮＰＯ等の市民活動団体は、行政、病院

等と協働でかかりつけ医の普及や救急医療体制につ

いての情報提供に協力します。また、献血事業、骨髄

バンクドナー登録の周知等に協力します。 

○住宅の供給者は、生活困窮者等誰もが安心して暮ら

せるよう、民間賃貸住宅への円滑な入居に向けた理

解と協力に努めます。 
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基本目標２：安全・安心を高める（仮） 

施策８ 防災・危機管理 ～自然災害をはじめとする様々な危機への対応能力を高めます～ 

  

★「市民の役割」⇒市民の防災は、日進市や自宅周辺で発生する災害の危険度を正しく理解する

ことから始まる。記載すべき。 

★「市民の役割」⇒コロナ禍で分散避難が推奨されており、自宅避難も選択肢としてある。「避

難ルートや避難場所の確認を行い、」だけでは、言葉が足りない。 

★防災を考えると、お隣さんとのお付き合いが一番大事であり、市民同士のつながりづくりに努

めることを強調したいが、コロナ禍にあって今は難しい面がある。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒町内会は、その地域の災害特性（どこが危ないか（高齢者

がいる、古い木造家屋が集中している、水に浸かりやすいなど））を把握して、地域住民に知

らしめる必要がある。オール日進の情報としてではなく、地域・地区レベルの情報として特性

を理解すべき。 

★市民の役割の前提として、身近な地域の災害危険度を“正しく”学ぶことについて、冒頭で言

及しておく。「市民は、自宅周辺で発生する恐れのある災害やその危険個所等（災害特性）に

ついて理解します。」 

★市民同士のつながりづくりに努めることについても触れる。 

★区、自治会、自主防災会等が主体となって、地域の災害特性を把握して、地域住民への周知の

役割を担うべき。 

◆市民が自分・家族にとって必要な備蓄をするにあたって、標準的なガイドラインを市から示し

てほしい（どのような品を何日分備蓄すればいいのかが分かるように）。 

◆災害時要援護者リスト（登録者一覧）はあるが、緊急時の個人情報の扱いが明確でないために、

活用を躊躇している。適切な活用方法について周知すべき。 

◆災害時に避難所までは情報が届くが、そこから地域・家庭までの情報伝達手段が脆弱である。

防災無線が聞けるアプリの導入などを検討してほしい。 

◆現状と課題最後の●、一時生活支援事業も実施する必要があるのでは？ 

◆主要施策②3 つ目の●、P16 の「行動計画の作成」を記載。 

◆７つ目の●、地区防災計画の策定を記載。 

◆各地域でのＡＥＤの設置推進、感震ブレーカーの普及を施策にあげてほしい。 

◆主要施策③最初の●、三好インターではいけない理由は？わずか 3～4 分の時間短縮でしかな

く、防災のためにスマートインターをつくるというのは、理由として無理があり位置づけるの

はやめてほしい。 

◆道の駅は基本計画では、避難所にはしないこととなっている。避難所にするという変更はどう

いう理由があるのか。道の駅を防災拠点に位置付けるのであれば、その機能を充実するよう、

基本計画と設計の見直しが必要。指定管理の条件とし「防災拠点の運営」を入れる。 

◆最後の●、避難所となる施設（特に学校）のエアコン設置が施策として必要。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○災害時において、自らの命は自ら守る「自助」を自覚 ○区、自治会、事業者、自主防災組織、ボランティア等
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し、平時から非常時における備蓄品の備え、地域の防

災訓練に積極的に参加し、避難ルートや避難場所の

確認を行い、災害被害の軽減に向けた防災活動に努

めます。 

はその責務や役割を認識し、お互い助け合い、協働し

て災害に対処できる「共助」の意識が浸透した防災協

働社会の形成に努めます。 

 

施策９ 消防・救急 ～火災や救急に対する体制の強化を進めます～ 

  

★「市民の役割」⇒「救急車の適正利用を心がけます。」の部分は、市民の命にもかかわること

なので、一項目扱いにして、もっと明確に訴えるべき。⇒○救急車の役割を正しく理解し、そ

の適性利用に協力します。 

★「地域・団体・事業所等の役割」⇒消防団をどうしていくかは、“地域”が主体となって考え

るべきことである。 

◆一市民として、消防団のことを知らない（入団の仕方、どんな活動してる）。市民の消防団に

対する理解が不足している。 

◆消防団の役割・仕事をもっと市民にＰＲすべき。消防団の訓練などを小中学生に見てもらう機

会をつくるとか、市として消防団の周知に向けた応援ができないか考えてみてはどうか。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、初期消火訓練や救命講習を受講するなど自

らの安全は自らが守ることができるよう知識や技術を

身につけるとともに、救急車の適正利用を心掛けま

す。 

○地域・団体・事業所等は、地域防災力の充実のため、

訓練・講習等を行います。また、消防団活動を理解

し、協力します。 

○地域・団体は、日頃から消防団と連携した防災活動の

実施に努め、事業所は、地域の消防力の維持のた

め、被雇用者の消防団への入団に理解し、就業時間

中に発生した災害への団員の出動等について協力す

るよう努めます 
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施策10 
交通安全・防犯・消費者行政 

～交通事故や犯罪による被害をなくすための対策を充実します～ 
  

★「市民の役割」⇒「交通安全、防犯」と「消費者被害」はやや性格が異なるので、ひとまとめ

ではなく、別個に記載してみてはどうか。※「地域・団体・事業所等の役割」も同様。 

◆消費者被害については、日進市でやれることには限界がある。被害の幅が広すぎる。国・県レ

ベルで施策を徹底してもらうしかないのでは。市としては啓発活動に努めていく。 

◆主要施策③、障害者向けの啓発や講座もしてほしい。 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、交通安全、防犯、消費者被害に関する意識

の向上と地域活動への参画に努めます。 

○交通安全、防犯、消費者被害に関する啓発活動を通

じて、共助の意識が浸透した地域社会の形成に努め

ます。 

○また、交通安全、防犯、消費者被害に関する啓発活

動に協力します。 
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基本目標３：暮らしやすいまちを創る（仮） 

施策１１ 道路 ～円滑で安全な移動を下支えする道路交通環境を整備します～ 

  

★家の前など、公共空間であっても、自分の身の回りは積極的に草取りや掃除をするべきである。 

★アダプトプログラムについて、多くの市民は認知していない。市内にある良い事例を発信する

などして活動を広めてはどうか。 

◆都市計画道路について、用地が確保されているのに整備が進んでいない箇所がある。スピード

感をもって取り組んでいただきたい。 

◆道路の維持管理について、市内の危険個所を市として把握できているのか。できていないので

あれば、市民からの情報提供を受ける仕組みを含めて検討していただきたい。 

◆歩道に隣接した敷地で、歩道脇にそそり立つ建物があると圧迫感がある。こういったことを規

制できないのか。 

◆主要施策③最後の●は施策 14 へ。アダプトプログラムを成果指標に。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇歩行者の利用が多い通学路などの生活道路について

は、通り抜け道路として利用せず、幹線道路を利用し

て、安全運転を心がけます。 

〇建築行為に伴う後退用地の確保を行政と連携を図り

ながら進めます。 

〇アダプトプログラムへの参加等により、行政との協働に

よる身近な地域環境の美化活動を実施します。 

〇地域の清掃活動やアダプトプログラムへの参加等によ

り、街路樹等の美化活動を地域ぐるみで推進します。 

〇歩行者の利用が多い通学路などの生活道路について

は、通り抜け道路として利用せず、幹線道路を利用し

て、安全運転を心がけるとともに、そのことを構成員に

対し周知・啓発します。 

 

施策１２ 公共交通 ～市内の公共交通網及び駅周辺等の環境を充実させます～ 

  

★現在、新しい移動支援の仕組みの導入に向けて検討しているため、そのことを追加する。⇒「新

しい移動支援の仕組みについて、行政とともに考え、積極的に利用します。」 

◆くるりんばすを利用しやすくするため、双方向の運行に戻し、一時間に一本に増便する。 

◆道路や公共交通に関連するが、コロナ禍や高齢化に伴い、市民の物理的な移動の支援を伴わず、

ネットショッピングや行政手続きのネット化など新しい生活様式に応じた支援に取り組むこ

とが重要ではないか。 

⇒施策についても、市民等の役割についても、行政的な縦割りだけでなく、柔軟に分野横断的に

取り組む必要がある。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇市民は、くるりんばすなどの公共交通機関を積極的に

利用します。 

〇公共交通の役割分担が適切になされることで、市民

の日常生活を支援し、地域活力を向上させます。 

〇運行事業者は、サービスの向上と事業者間の連携を

図り、公共交通機関としての役割を担います。 
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施策１３ 住宅・市街地形成 ～便利で快適な生活空間を創出します～ 

  

★狭い道路沿いにおける建築物の後退については、法律で定められているものもあり、‘協力し

ます’というのには違和感がある⇒「法律に基づく建築物の後退に努めます。また、より安全

性や快適性を高めるため、道路用地の確保が必要な場合には協力します。」と修正する。 

◆香久山西部の土地区画整理事業について、大規模店舗の誘致に伴う交通渋滞が懸念される。 

◆これからの市街地形成については、自然との共生を強く意識していただきたい。 

◆目標とするまちの姿 2 つ目の◇、「続けたいと思える」→「続けられる」に。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○狭あい道路の解消・改善のため、沿道建築物の建替

え等に合わせて建築物の後退に協力します。 

〇家屋所有者は空家化しないよう予防措置を講じるよう

努めるほか、空家所有者は法令の趣旨に則り、適切

な管理に努めます。 

○住宅の供給者は、高齢者、障害者、子育て世帯など

誰もが安心して暮らせるよう、民間賃貸住宅への円滑

な入居に向けた理解と支援を行います。 

 

 

施策１４ 公園・緑地・景観 ～緑を活かした潤いのあるまちをつくります～ 

  

★五色園大安寺の周辺の手入れを近隣だけでなく、地域、団体や事業所などが全市的に協力して

行ってはどうか。 

⇒社寺の境内地は市にとって大切な緑地であるが、その管理を市が支援している実績はない。 

★草刈りや清掃は、道路、公園・緑地・景観、河川・排水路など多くの施策に関連し、安全の確

保や景観の美化などに大きな影響を及ぼす。ただし、市民、地域・団体や事業所、行政がそれ

ぞれ、どの範囲で取り組むべきかの役割分担をしたい。 

◆主要施策にアダプトプログラムを記載し、P47 とのどちらかで成果指標とする。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇公園はルールを守って、大切に利用します。 

〇道路や公園等の環境美化に関心を持ち、地域の清掃

活動に取り組みます。 

○緑の多いまちづくりに協力します。 

〇地域の公園・緑地について、清掃、除草等の維持管

理に協力します。 

○良好な景観に配慮した活動に努めます。 

○緑の多いまちづくりに協力します。 
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施策１５ 
上・下水道 

～安全な上水道を安定的に供給し、生活排水を適正に処理します～ 
  
 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○水を大切に使い、生活排水による水質汚濁を防止す

るよう心掛けます。 

○下水道料金の支払いにより、下水道経営を支える主

体となります。 

○水を大切に使い、生活排水による水質汚濁を防止す

るよう心掛け、普及啓発に協力します。 

 

 

施策１６ 
環境負荷の少ない地域社会の形成 

～地球や地域にやさしい環境行動の定着を促します～ 
  
 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇環境への負荷の少ない持続可能な社会を目指し、地

球環境にやさしい行動をします。ごみ出しのルールや

マナーを守ります。 

〇良好な住環境を保全することを、お互いが留意して生

活をします。 

〇環境への負荷の少ない持続可能な社会を目指し、地

球環境にやさしい行動をします。 

〇工場や事業者は、環境に配慮する活動対策を行い、

公害の発生を防止します。 

 

 

施策１７ 
ごみの適正処理と再資源化の推進 

～ごみの減量化・再資源化を推進し、適正に処理します～ 
  

◆市民として、正しくごみを分別し、ルールに沿って出すことが求められることから、自治会や

区を相互に競わせて、ポイントなどのインセンティブを与えてはどうか。 

◆市民が正しくごみの分別をするため、ごみの分別を検索できるウェブページである「ごみサク」

を積極的に活用する。 

◆ごみ集積所のルールが地域に委ねられているため、地域により差がありすぎる。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○購買～消費～廃棄の各段階において、ごみの減量

化・資源化を図るために、４Rに取り組みます。 

〇環境負荷に配慮してごみの排出量抑制に努めます。

また、子ども会等の団体による資源回収活動に努め

ます。 

〇ごみ出しや廃棄物処理のルールやマナーを守りま

す。 
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施策１８ 自然環境の保全 ～貴重な動植物が生息する自然環境を保全します～ 

  

★「水辺環境に親しみます」というのは日本語としておかしい。⇒水辺環境に親しみ保全活動に

取り組みます。 

◆農業における野焼きの実施や農薬の使用については、自然環境の保全と農業の双方に関連する。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇多様な動植物が息づいている里山や水辺環境に親し

みます。 

〇積極的に身近な自然の大切さを学び、親しむ機会に

参加します。 

〇普段から自然環境に配慮した行動をとり、行動を引き

継いでいきます。 

〇里山や水辺など身近な自然環境保全に協力します。 

 

施策１９ 
河川・排水路 

～自然災害に強くなり、安心して暮らしていけるよう河川・排水路を整備します～ 
  

★水害の被害を未然に防ぐため、排水路の清掃に取り組む必要がある。しかし一方で、清掃の時

期や安全の確保など、事前に取り決めをしておいた方が良い。 

◆現状と課題最初の●、「ゲリラ豪雨」を正式な表現に。 

◆主要施策①２つ目の●、「雨水管理総合計画」か「総合治水計画」か。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○地域清掃等で、河川や排水路等の清掃や草刈りを行

います。 

○地域清掃等で、河川や排水路等の清掃や草刈りを行

います。 
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基本目標４：産業の魅力を高める（仮） 

◆産業分野の共通課題として、情報の発信や広がりを拡大する必要がある。‘日進のことを知り

たい’と思っている市外の方や‘わがまちの魅力を説明したい’と思っている市民に情報が届

いていない。魅力的な情報コンテンツの発信、受け身でも届くような情報伝達力、紙ベースと

ＩＣＴのハイブリッドな情報媒体などが求められている。 

◆産業分野で結果を出すためには、20～30 年先を見越すことが求められるが、先まで見通すこ

とは難しい。しかしながら、今からしっかり種をまき、社会の変化に応じて柔軟にマネジメン

トすること、それぞれの主体が常に連携・交流しつつ、持続可能な社会づくりを尊重すること

が重要である。 

 

施策２０ 農業の振興 ～日進らしい都市近郊型農業を推進します～ 

  

★地産地消を進めるためには、まず市民が食の安全についてもっと関心を持つ必要がある。安心

な食料を選ぶことが定着すれば、少し高額でも地元産や有機農業の農産物を選ぶことになるだ

ろう。 

★市民の役割として、「市内の農業環境を守るため、市民一人ひとりが主役となって作業を行う。」

を加えてはどうか。 

◆日進市の農業の将来をどのように考えているのか、マネジメントをしていくつもりがあるのか、

市としての方向性が見えない。 

◆農業をより高収益にするため、有機農業の導入や学校給食での調達、大都市近郊の立地を生か

した生産・流通の仕組みの導入、高付加価値な特産物の検討、顔の見える生産者と消費者の関

係づくりなどを推進するべきである。 

◆市職員が市内の農業者の現状をより積極的に学ぶべきである。そのためには、市職員や市民と

農業者が交流する機会を増やすなど、‘農’のすそ野を広げることが求められる。 

⇒積極的な方針付け、市民の選択などを通して農業・農業者を応援する環境を整える。 

◆食の安全性に関連して、様々な影響が取りざたされている農薬「ネオニコチノイド」の薬効と

薬害を学ぶ機会を提供していただきたい。 

◆主要施策②最後の●、市民農園近隣地に道の駅を整備すると、なぜ新たな担い手の育成につな

がるのか明記してほしい。良質な農地を２ha 消失させる事業であり、道の駅が本当に農業振

興につながるのか。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇地産地消に努めます。 
〇農地周辺の環境活動、農地の集約化、６次産業化

など、地域農業の推進に協力します。 
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施策２１ 商工業の振興 ～市内の商工業の振興を図り、経済発展を促します～ 

  

★市民の役割として、「～愛着を持ち、優先的に利用するよう努めます。」というのは言い過ぎの

ように感じる。せめて「市内商工業に関心を持つ」くらいにしてはどうか。 

★価格や品質など消費の判断基準となるが、それ以外に顔の見える関係を構築することが重要で

あり、それが愛着につながるのではないか。 

★地域・団体・事業所等の役割として、商工会の活動をより活性化させることを加えてはどうか。 

◆企業誘致は必要だと思うが、コロナ禍を受けて新しい生活様式に合わせたオフィスの誘致も検

討してはどうか。一方で、企業用地の開発は、自治基本条例でうたわれた「環境を引き継ぐ責

任」と矛盾しないのか。産業の振興と自然環境の保全とのバランスを考える必要がある。 

◆現在、市内にある事業所を支援することが大切であり、事業承継や起業支援を積極的に行うべ

きである。 

◆‘空き店舗’市内のどこにあるのか。仮にあっても活用することで商工業は活性化するのかが

疑問である。 

◆目標とするまちの姿２つ目の◇、企業用地の増加を市民は望んでいるか。施策として取り組ま

なければならないほどの空き店舗があるか。商工業が活発になることを市民が望んでいるか。

自治基本条例第 11 条により、市民は良好な環境を次の世代に引き継ぐ責任がある。開発は慎

重に進めなければならない。 

◆主要施策③１つ目の●、地域職業相談室で障害者雇用についての相談ができるようにする必要

がある。 

◆主要施策④１つ目の●、市民の合意がとれていない事業について、総合計画に位置付けるべき

ではないと考える。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、地域で利用している商工業者に愛着を持

ち、優先的に利用するよう努めます。 

○市内商工業の振興及びその充実のため、市の施策

への協力や地域との連携に努めます。 

 



令和２年１０月３０日（金） 

★印：市民等の役割に対するご意見・ご提案             令和２年度第２回日進市総合計画審議会 

◆印：主要施策などに対するご意見・ご提案               資料３ 策定市民ワーキングからの意見 

15 

施策２２ 
観光まちづくりの推進 

～市内の地域資源の磨き上げやイベントの充実により、まちににぎわいを創出します～ 
  

◆そもそも‘観光客の増加’を市民は望んでいるのか。また、‘まちのにぎわい創出’はコロナ

禍以降の新しい時代にはそぐわないのではないか。観光のまちではない日進で観光客を呼び込

むにはかなりのエネルギーが必要である。 

◆農業との連携やまちミル博覧会など、これからの時代に合っている。岩崎城や市内の至る所に

ある緑陰は日進の魅力であるし、何か一つに絞ってＰＲするなど、市民がまちを知り、誇ると

いうような、日進らしい観光を創出することは可能である。 

★市民の役割として、「愛着を持ちＰＲします」を「関心を持ちます」くらいにしてはどうか。 

◆目標とするまちの姿 1 つ目の◇、観光客が増加することを市民は望んでいるか。 

◆主要施策②４つ目の●、ヒト・モノ・コトが日進市の観光なら、観光まちづくり協会がにぎわ

い交流館以上の機能を担う必要がある。そうでなければ、道の駅の整備で観光まちづくりは無

理がある。指定管理者にそこまでの理解が得られるのか。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇観光資源や観光対象に愛着を持ち PRします。 

〇地域のイベントに参加し、様々な体験を通してお互い

の交流を図ります。 

〇市と連携して日進の魅力資源の充実や観光事業を

支援します。 
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基本目標５：学びと文化で未来の人財を創る（仮） 

◆基本目標４にする。優先順位が「産業の魅力を高める（仮）」より先。 

◆市民は人材として存在しているわけではないので「人財を創る」というのは違和感がある。学

びや文化は人材育成のためではなく、市民ひとり一人の生活を豊かにするものであり、自己実

現のためのものであるべき。人材と見る視点をやめる。 

◆社会の流れに合わせるために子どもに○○が必要という書き方（人材と見ているためこの書き

方になる）になっているが、子どもを主体にした書き方に直す。 

 

施策２３ 学校教育  ～学校教育環境を整備し、個に寄り添う教育活動を実施します～ 

  

◆新型コロナウイルス感染の予防のため、通学できない期間があった（２ヶ月以上も）。今後も

コロナ禍のような事態が想定されるので、学習支援についてしっかり触れておく必要がある。

とくに Zoom を使用した学習は家でできない子もいる。ＩＣＴ教育と併せて学習支援が必要と

感じている。また、学習面に加え精神的な支援（親も子も）が必要である。 

◆コロナ禍で、学校間で対応に違いが見られた。将来的には、少人数制や学校選択制のような対

応も導入を検討していくべきではないか。新しい時代に即した学習機会が保障されるべき。 

◆地域・団体・事業所等の役割の一例として、「子どもの心を育てる道徳授業、社会とつながる

きっかけを創る体験授業」を行う。 

★地域・団体・事業所等の役割に、「各団体の強みを活かした教育支援」とあるが、学習支援、

精神的支援、あるいはキャリア教育などもあるので、「学習支援、精神的支援の両面での支援」

とか「多方面にわたる支援」など、「教育支援」について幅を膨らませたような表現がほしい。 

★市民の役割であれ、地域・団体・事業所等の役割であれ、支援活動を行う前提として、普段か

ら「学校とかかわる」ことが必要になるのではないか。今は学校現場に入りにくい環境がある。 

◆学校現場に入りやすい環境づくりが必要である。（コミュニティスクールの導入） 

◆オーストラリアの学校はオープンで、授業公開の時などは自由に学校に入ることができる。 

◆市民（主に退職者・高齢者）が、人生を顧みて「こうだった」と語る。また、事業所（現役会

社員）が今の生活を踏まえ「こういうことをして、やがてこうしたい」と語る。そのような取

組ができないか。子どもたちが自分の将来を考えるヒントとなる。 

◆時代の環境変化が早すぎるので、２０年前の仕事（経験）はもしかしたら、なくなっているか

もしれない。 

◆ＩＴ教育はこれからの時代は不可欠なこと。次世代人材育成のためのＩＴ教育を徹底すること

が必要。ＧＡＦＡのような企業を作れるような人材の育成を。 

◆現状と課題1 つ目の●、「変化の激しい社会を生き抜く力」という表現は具体的にどのような

力かわかりにくい。「変化の激しい社会に影響されることなく自分の人生を切り開く力」とす

るほうがわかりやすい。 

◆5 つ目の●、「国が提唱する Society5.0 時代を生きる子どもたち」は不要。 

◆目標とするまちの姿１つ目の◇、「社会状況の変化に対応」するのではなく「影響されること

なく」ではないか。 

◆２つ目の◇、「新たな時代を担う人材…」子どもを人材ととらえる書き方をやめる。子どもは
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未来を担うために生きているのではなく、自分自身を生きるために生きているのだから。（子

ども条例のある市として重要な視点） 

◆主要施策①４つ目の●、「指導」を削除。障害の社会モデルの考え方から「指導」の表現はふ

さわしくない。 

◆５つ目の●、「授業についていけない」を「学習に困難がある」に変える。 

◆主要施策②２つ目の●、「未来を担う」を削除。子どもは未来を担うために生きているのでは

なく、自分自身を生きるために生きているのだから。（子ども条例のある市として重要な視点） 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○学校支援ボランティアへの参加をはじめ、一人一人

ができる範囲で学校教育を支える活動に参加しま

す。 

○各団体の強みを活かした教育支援を行います。 

 

 

施策２４ 生涯学習の推進  ～生涯を通じてだれもが自由に学ぶことができる環境を整えます～ 

  

★市民の役割で、「～住み慣れた地域で生きがいを持って生活します。」とあるが、「生きがい」

となっているところに違和感を持つ。若者であれば起業（仕事）に結びつく生涯学習もあると

思うので、全世代向けの言葉に改めた方が良い。「生きがい」は高齢者向けのイメージが強い。 

★「生涯にわたって（子どもから大人（高齢者）まで）、学んでいく」という姿勢が、市民の役

割に表現されていたほうが良いと思う。 

◆生涯学習の目的は「生きがい」か？ 起業、次世代の人への教育、外国人の受入れ、おもてな

し……。もう少し幅の広いものとして捉えたい。 

◆キャリア形成における発達段階的な体験学習機会を提供する。 

◆高齢者へのスマホ・ＩＴ教室の開催を。仲間づくり、将来の買い物弱者予備軍のネットショッ

ピングの教育になる。 

◆高齢者（経験者）と若年者（好奇心のかたまり）の交流の場を。例えば、市川邸で交流学習。 

◆障害者の生涯学習について全く記載がないが、その点をどう考えているか。 

◆現状と課題２つ目の●、「次世代を担う」を削除。子どもは次世代を担うために生きているの

ではなく、自分自身を生きるために生きているのだから。（子ども条例のある市として重要な

視点） 

◆目標とするまちの姿２つ目の◇、「次世代の人材が育っています。」を削除。市民派人材として

存在しているのではない。 

◆主要施策②「次世代を担う」を削除。子どもは次世代を担うために生きているのではなく、自

分自身を生きるために生きているのだから。（子ども条例のある市として重要な視点） 

◆主要施策④「すべての市民」を削除。本を読める人がすべてではない。本を読むかどうか、楽

しいと思うかどうかは自由。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は「いつでも、どこでも、だれでも、なんでも」を

基本とした学習活動に取り組み、活かすことで、住み

○学校・地域・団体等と、生涯学び続けられる環境づく

りと学んだことを活かす場づくりに努めます。 
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慣れた地域で生きがいを持って生活します。 

 

施策２５ 文化芸術・文化財  ～歴史・文化に親しめる環境を整えます～ 

  

 

★市民の役割として「市民は自主的に文化・芸術活動に参加します。」とあるが、「自主的に活動

に参加する」というよりも、まずは「興味を持つこと」が必要である。加えて、「文化・芸術

活動に参加する」よりも「文化・芸術に親しむ」といった表現が良い。「市民は興味を持って、

文化・芸術に親しみます。」としてはどうか。“自分で取り組む力を持つ”ニュアンスを含めた

い。 

★歴史的・文化的なものは守っていく必要があるが、これから生まれる、もっと新しい文化も拾

い上げることはできないか。漫画、e-スポーツ、アクセサリーを創るようなちっちゃな芸術と

かも拾い上げたい。「新しい文化の創造にチャレンジします。」とか含めてほしい。 

★地域・団体・事業所等の役割に、「楽しめる環境を整えます。」とあるが、市内にはある程度の

環境は整備されている。むしろ、文化・芸術情報をもっと発信していく必要がある。「楽しめ

る環境を整えること」と同時に、「情報発信していくこと」も役割になる。 

◆市内の文化芸術情報はもっと発信されるべき。こんなこと「やります」情報だけでなく、こん

なこと「やりました」情報も大事である。 

◆自ら考えやってみるための空間（創作工房とその助言者）を設置してはどうか。 

◆現状と課題２つ目の●、「次代の文化の担い手となる」を削除。子どもは、担い手になるため

に生きているのではなく、自分自身を生きるために生きているのだから。（子ども条例のある

市として重要な視点） 

◆３つ目の●、「担い手となる人材」を削除。市民は人材として存在しているわけではない。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は自主的に文化・芸術活動に参加します。 
○文化・芸術に親しみ、気軽に参加することができ、楽

しめる環境を整えます。 
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施策２６ 生涯スポーツ  ～ライフステージに応じたスポーツ活動を推進します～ 

  

 

★全ての市民の役割になると思われるので、「全ての市民は」としてほしい。 

★「健康維持に努めます。」とあるが、子どもや若者は「健康の維持」だけでなく「向上」も含

まれるべき。全世代に向けた表現とすべき。 

★地域・団体・事業所等の役割に、「市民に運動する機会を提供するよう努めます。」とあるが、

人によって「運動する機会」の「運動」は様々なイメージで捉えられると思われる。がっちり

身体を鍛える「運動」と捉える人もいれば、歩くことも「運動」と捉える人もいる。 

◆どこまでを「スポーツ」と捉えるのか、どこかで触れた方が良い。 

★「運動する機会」は、「身体を動かす機会」とか、「スポーツに触れる機会」「楽しむ機会」「親

しむ機会」などのような表現に置き換えてはどうか。 

◆表題に、「ライフステージに応じたスポーツ活動を推進します」とあるが、各世代を意識した

施策がない。触れられていないように思う。 
 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は心身ともに健康的な生活を送れるように、意

識的に体を動かす機会を創出し健康維持に努めま

す。 

○各スポーツ団体は生涯スポーツ、競技スポーツの

指導者を育成し各スポーツ人口の拡大に努めます。 

○市民に運動する機会を提供するよう努めます。 
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基本目標６：持続可能な地域の自治力と行政経営力を高める（仮） 

施策２７ 広報・広聴  ～わかりやすい情報発信と市民の意見・ニーズの把握を進めます～ 

  

◆情報提供手段の充実 

◆ひとところに情報を集めて発信するプラットホームが必要！ 

◆すべての人に行政情報がいきわたるようにするため、地域の実情にあった情報提供を行う。例

えば、回覧や掲示板などを使い分けるなど。 

◆高齢者といった情報が得られにくい立場の人への市政情報の提供が大切。商業施設や病院など

高齢者も目にすることができる場所での情報の掲示を！ 

◆「①広報活動の充実」は「①広報活動の深化」に修正してはどうか。ほしい情報が手に入るよ

う積極的に情報提供してほしいため。 

◆興味を持ってもらえるようなデザインのチラシは効果的（市が作成したチラシ（犬の飼い方？）

のデザインがすごく魅力的に変化した）。インターネットやチラシなど広報力アップ、デザイ

ン力アップが必要。 

◆市のＨＰがわかりにくい、ほしい情報になかなかたどり着かない、たどり着いても更新されて

いない。 

★「市民の役割」に「子どもから大人まで、全ての市民が、日進市から発信する情報を受け取り

ます。」とあるが、全ての市民が受け取れるようにするのは行政の役割。そうでないと受け取

れない。 

⇒「子どもから大人まで、それぞれの市民が、日進市から発信する情報に関心を持ち、うけ

とるよう努めます。」にしてはどうか。 

★「市民の役割」に、「市から発信される情報を受けとるツール（パソコン、スマホ）を活用す

る」を加える。また、「市から知りえた情報を近所の方と共有する」も加える。 

★「市民の役割」に、「市からのアンケートに回答する」を加える。国勢調査も苦戦している。

アンケートは市民の意見を届ける大事な手段なので、回答すべき。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇子どもから大人まで、全ての市民が、日進市から発

信する情報を受け取ります。 

〇市政運営について、意見を出します。 

〇日進市から受け取った情報を活用し、本業と地域や

社会への貢献を通じて企業価値を高めていきます。 

〇それぞれの団体等が、市政情報の発信に協力しま

す。 
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施策２８ 市民自治・協働  ～市民自治の促進と市民を始めとした多様な協働を進めます～ 

  

◆「施策が目標とするまちの姿」の２つ目「市民が、自助・共助の精神に基づき、自主的な地域

コミュニティ活動に積極的に参加しています。」の“積極的”という表現はきつすぎる。 

◆「施策が目標とするまちの姿」の４つ目⇒「市民参加により地域が活性化している」という表

現に違和感がある（参加⇒活性化？） 

⇒「……市民主体の自治が行われている。市民参加が行われている。」という表現の方が適

当か。 

★「市民の役割」の「……自主的・主体的に地域コミュニティ活動に……」に、地縁型（地域活

動）とテーマ型（志縁型、ボランティア活動）の両方のコミュニティへの参加の意味合いを加

える。 

★「市民の役割」の「……自主性及び自立性を尊重し、お互いを補完できる活動……」の下線部

分の表現が硬かったり、きつかったりする。「尊重」⇒「認め合い」、「補完できる」⇒「協力

し合う」にしてはどうか。“お互い様”という関係性が大事！ 

★「市民の役割」に、自治基本条例第 11 条２項の条文（市民は、市政の運営に関し、市議会及

び市の執行機関を注視し、市民の信託に的確に応えているかどうかを見守るよう努めます。）

を盛り込む。 

◆現状と課題6 つ目の●、「仕組みを尊重しつつ。情勢が変化していくことへの対応を行う必要

があります。」とは具体的にどういうことが示してほしい。 

◆目標とするまちの姿２つ目の◇、「自助・共助の精神にもとづき、自主的な」を削除。強制感

ある。 

◆４つ目の◇、市民参加は地域の活性化が目的ではないので、「地域が活性化されています。」を

「市民主体の自治が行われています。」に直す。 

◆主要施策②４つ目の●、「にぎわい交流館の運営について、企業、市民、学校等の様々な民間

活力による協働が運営負担の低減に繋がる方法を検討していきます。」とはどういうことか示

してほしい。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

○市民は、自分の住んでいる地域に愛着と関心を持

ち、自主的・主体的に地域コミュニティ活動に関わり

ます。 

○市民自治活動の自主性及び自立性を尊重し、お互

いを補完できる活動を行います。 

○区や自治会等の地域やＮＰＯ等の市民活動団体、地

域内事業者は、連携して地域の活性化に寄与し、さ

らなる発展を目指します。 

○コミュニティ等がそれぞれに持つ資源を生かして、補

完できる関係性を構築していきます。 
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施策２９ 
ダイバーシティ&インクルージョンの推進  

～多様性を認め合い、共に暮らしていける地域社会づくりを進めます～ 
  

◆施策２９は人権のことだから、基本目標１の方がよい。 

★「市民の役割」の「自分の中にある無意識の偏見を解消し、他者の持つ背景や考え方などを理

解します。」を「……考え方を尊重します。」に修正。 

★「市民の役割」の「自分と他者を尊重し、共によく生きることのできる社会を築くよう努めま

す。」を「自分も他者も認め」に修正。 

◆主要施策②2 つ目の●、個別の団体の名称は避ける。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇自分の中にある無意識の偏見を解消し、他者の持つ

背景や考え方などを理解します。 

〇自分と他者を尊重し、共によく生きることのできる社

会を築くよう努めます。 

〇多様性を認め合い、共に暮らしていける地域社会づ

くりのために、それぞれの立場においてリーダーシッ

プを発揮し、多くの市民を巻き込み、「他人ごと」を、

みんなの「自分ごと」に変えるよう努めます。 

 

 

 

施策３０ 行政経営  ～効率的で市民サービスの向上につながる持続可能な行政経営を進めます～ 

  

◆主要施策「②老朽化した庁舎等の建て替え」 

⇒「②老朽化した庁舎等の建て替え及び廃止・統合」にすべき。これからは建て替えだけで

なく、施設の統廃合も必要。 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇市民一人ひとりが自分ごととして、まちづくりに参画し

ます。 

〇市民は、市による行政評価の結果等について、市民

目線のチェック機能を果たします。 

〇地域における課題の発掘や民間団体の専門的知識

等、それぞれの特性に応じた固有の資産を共有する

ことで、住みやすいまちづくりに参画します。 

〇地域や団体のノウハウを生かし、事業の提案、協力

をします。 
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施策３１ 
組織運営・人事マネジメント 

～市民の期待に応える未来志向型の職員能力の開発と組織運営を進めます～ 
  

◆「施策が目標とするまちの姿」に、自治基本条例第 14 条１項の条文（市職員は、市民との信

頼関係づくりに努め、市民全体のために、公正、公平かつ誠実に職務を遂行し、市民主体の自

治を推進しなければなりません。）を盛り込む。 

★「市民の役割」に、「市に愛着と誇りを持った職員を育てる環境づくりをします。」 

⇒ほめる、感謝する、ありがとう！！ そんな姿勢で職員に相対すれば職員の市に対する愛

着もわく。 

◆「施策が目標とするまちの姿」に、「市に愛着と誇りを持った職員が能力を主体的に発揮して

います。」とあるが、愛着やほこりは持つものではなく、市民との関係性や町との関係性の中

で育まれるものなので、「愛着と誇り持った」という表現は少しきついかも知れない。 

◆目標とするまちの姿に自治基本条例第 14 条を書く。「市職員は市民との信頼関係づくりに努

め市民全体のために公正公平かつ誠実に職務を遂行し市民主体の自治を推進しなければなり

ません。」 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇市民は、職員の接遇等を通じて、職員が市民の信託

に的確に応えているかどうかを見守るよう努めます。 

〇職員の接遇等を通じて、職員が市民の信託に的確

に応えているかどうかを見守るよう努めます。 

 

施策３２ 財政運営  ～健全で安定的な財源の確保と効率的・効果的な歳出を実現します。～ 

  

◆「施策が目標とするまちの姿」の１つ目「市民の納税意識及び収納率の向上並びに受益者負担

の適正化が図られ、商工業振興や住宅開発が進み、安定的な財源が確保されています。」とあ

るが、施策 13・14 とのバランス＝環境を守ることのバランスをどのように考えるのか。税収

のアップが確実に見込まれるならばよいが、そうでないような開発は慎重にすべき。壊された

環境は戻らないから。 

◆目標とするまちの姿１つ目の◇、商工業振興や住宅開発が果たして安定的な財源となりうるの

か、自然環境を破壊してしまってからでは遅いので、きちんとした検証の元に慎重に進める必

要がある。 

★「市民の役割」の１つ目「市民は、期限までに適切に納税を行ないます。」とあるが、納税だ

けでない、使用料など受益者負担もある。自治基本条例第 11 条３項の条文（市民は、行政サ

ービスその他市政の執行に要する費用について、応分の負担をします。）にしてはどうか。 

★日進市内の店を利用するよう努めることも、税収アップにつながる。（※施策 21に記述されて

いる） 

 

市民の役割 地域・団体・事業所等の役割 

〇市民は、期限までに適切に納税を行ないます。 

〇市民は、市の財政運営状況に関心を持ち、市民の

信託に的確に応えているかどうかを見守るよう努め

ます。 

〇税に対する正しい知識の浸透、申告や納税を促進

するため、法人会等により納税に対するアドバイスや

相談体制を連携して整備します。 



令和２年１０月３０日（金） 

★印：市民等の役割に対するご意見・ご提案             令和２年度第２回日進市総合計画審議会 

◆印：主要施策などに対するご意見・ご提案               資料３ 策定市民ワーキングからの意見 

24 

■全体に対しての意見 

・市民主体の自治を掲げる本市として、市民の合意がとれていない道の駅、スマートインター整

備事業について総合計画に位置付けるべきではなく、一旦立ち止まって市民の意見を聞き合意

形成を図るべき。 

・総合戦略からは、道の駅・スマートインター・企業誘致の記載がほとんどで、他の施策につい

てはどうするのか。この３事業を総合計画に位置付けたいがために戦略を総合計画に含めるこ

ととしたように思えてならない。 

・（総合戦略）と文末に記載する形となっているが、総合戦略の今後の評価はどのようにどこで

行うのか。所管は？ 

・施策４地域福祉は基本目標１にする。少なくとも施策１、２、３の上位へ。 

・施策29 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進は基本目標１へ。 

・「協働の考え方」について、協働とは目的を同じくすることが基本なので、まず市と市民とが

各施策について合意していなければ「協働」はあり得ない。計画案では協働ありきで記載され

ていてやや強制感がある。 

 


